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-. は じめ に

今日の世界史記述では,まず ｢前史｣として,

アウス トラロピテクス頬や原人などの段階を経

て現世人頬が成立すること,またその後,長期

にわたる新 ･旧の石器時代があったことなどが

記述される｡そして,文明-文字史料の発生を

もってようやく ｢歴史時代｣が始まるとされ,

これ以後の時代が真の世界史の記述の対象とさ

れている｡だが他方,18世紀までなお歴史的命

脈を保っていた西欧の伝統的 ･キリスト教的世

界史記述 一 普遍史 - では,常にその始点に

置かれていたのが天地創造,アダムとエヴァの

創造であり,彼らが楽園を追放されたことが,

地上における人類史のはじまりとされていた｡

このことは,世界史記述において,普遍史か

ら現在の世界史への転換の過程のどこかで,ア

ダムが死んだことを意味する｡筆者の当面の課

題は,このような転換が,いつ,いかなる道筋

を経て実現されたのかという問題を解明するこ

とである｡

この道筋は単純ではなく,既に筆者が考察し

たものだけでも,ルネサンス以後の ｢世俗化｣

の過程,宗教改革を通 じて発展 した聖書の批判

的研究の進展,大航海時代における空間的世界

観の転換や中国の歴史をはじめとする異教徒の

歴史の与えた衝撃,科学革命による時間の観念

の転換など,多様な要素があるだけでなく,そ

れらが互いに絡み合ってもいる (1)｡しかも,

これだけではない｡さらにこの問題には ｢自然

状態｣をめぐる法学者や哲学者の一連の考察が

関与しているし,また,科学革命の結果である

宇苗観の転換 も関与 してくる｡ロッシによれ

ば, ｢アダムの死は緩慢なる死であった｣ (2)0

すなわち,こうした多様な要素の絡み合いのな

かで多数の傷を受け,アダムは ｢緩慢なる死｣

を遂げたと言えよう｡

本稿の目的は,この ｢アダムの死｣をめぐる

諸問題のうち,上で挙げた自然状態論がいかな

る関与を行ったかを明らかにすることである｡

そのために本稿では,イザーク･イーゼ リーン

の 『人類史』 (初版1764)を中心に置いて,考

察 していきたい｡

イザーク･イーゼ リーン (1728-L782)は日

本においては今日まだ無名の思想家である｡日

本だけでなくヨーロッパにおいても,ウル リヒ

･イム ･ホープが,1967年, 『イザ-ク ･イー

ゼ リーンと後期啓蒙主義』 (3) によってイー

ゼリーン･ルネサンスをもたらすまでは,彼は

長い間忘れられた思想家であった｡たとえ彼の

名前を挙げる研究者がいても,例えば19世紀の

代表的史学史家であるヴェーゲレの記述などに
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見られるように (5) ,数行程度で,そして多

かれ少なかれ平板な著作家として取り上げられ

る程度であった｡現在古典的地位を占めている

フユークーの史学史の著作や (6)ディルタイ

の研究 (7) にいたっては,彼は取 りあげられ

てさえいない｡しかし,イム ･ホープ以後はそ

の重要な位置が再認識されるにいたり,現在で

は代表的啓蒙主義者の一人として言及され,そ

の活動の意義が認められるようになっている｡

例えばブランケは,ガッテラー,シュレ-ツァ

I,ヘ-レンという ｢ゲッティンゲン大学の重

装歩兵｣などと並べて, ｢最後にバーゼルの人

イザ-ク ･イーゼ リーン｣ (8)を挙げ,彼を

啓蒙主義的歴史学の代表者の一人に数えてい

るOさらにツェ-デルマイア-は ｢イーゼ リー

ンはさまざまな意味で全く新 しい歴史を記述し

た｣ (9)と述べて,その画期的意義を強調してい

る｡

本稿の目的は,上のような問題意識のもと

で,筆者がこれまで進めてきた ドイツ啓蒙主義

歴史学研究の一環として,イーゼリーンの思想

の意義を考察することにある｡以下,先ずイー

ゼリーン自身についての紹介と,彼の思想の前

提となる自然状態論の系譜を見た上で,彼の思

想とその意義について考察することにしたい｡

二.イーゼ リーンとスイス

1.18世紀におけるスイスとバーゼル

啓蒙思想家イーゼ リーンの誕生に関しては,

スイスの,より直接的にはスイスの-構成員で

彼の生誕地かつ活動の舞台となったバーゼルの

社会的 ･文化的環境を見逃すことができないで

あろう｡そこで,最初にバーゼルの歴史とその

文化的伝統について簡単に見ておこう(10)0

バーゼルはすでに1501年にスイス盟約団に加

盟しており,ウエス トファリア条約で独立を認

められた13州からなる連邦国家スイスを構成す

る,有力な一州であった｡しかし独立達成後半

世紀を過ぎて18世紀にはいると,スイスは,バ

ーゼルを含め,危機の時代を迎えていた｡当

時,諸州 ･地域間の対立に加え,各州内におけ

る都市部と農村の対立の深化によって,分解の

危機を深めていたのである｡バーゼルの場合Ilj

乗の寡頭体制が維持されていたが,そこでは市

長など首脳4役を大商人を中心とする都市貴族

が独占し,15のツンフ トから選出される都市参

事会とともに政治を牛耳っていた｡これに対 し

て職人などの都市住民の抵抗が高まっていただ

けでなく,とりわけ農民たちの不満が高まって

いた｡農民は旧来の封建的諸義務に拘束されて

いたうえに,市民権も与えられないままだった

からである｡この危機に対 し,社会改革を行

い,連邦を維持 していこうとするさまざまな努

力も,もちろん行われた｡やがてこうした運動

のただ中で,われわれはイーゼ リーンを見出す

ことになるであろう｡

バーゼルはまた,文化的にも古い伝統を有し

ている｡1460年創立のバーゼル大学を擁し,16

世紀には人文主義運動の一大中心地の地位を獲

得していた｡当時,人文主義者の庇護者で出版

業者としても有名なヨハネス ･プロベニウスの

もとに,ツゲィングリや画家ホルパイン二世,

さらにはエラスムスが集まっていた｡やがて宗

教改革が開始されると,バーゼルはツヴィング

リの運動に与 し,彼が1525に死去 した後には,

1528-29年,エラスムス,ルターの友人であっ

たエコランパディウスの指導によって,宗教改

革が遂行された｡またカルヴァンが 『キリスト

教綱要』 (1536)を執筆したのも,ここバーゼ

ルであった｡宗教改革以後も,この伝統は引き

継がれていく｡18世紀にはいると,スイスは啓

蒙主義運動の一つのセンターとなり,バーゼル

もその一翼を担うことになる｡啓蒙主義時代に
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は全ヨーロッパに ｢自由なスイス人｣の観念が

広がり,一種のユー トピアとしてスイスが多く

の ｢スイス愛好者｣を獲得していた｡それは,

スイスが ｢その諸都市に啓蒙主義のエ リー ト

たちを持っていたこと｣ (ll) ｢この国から

ドイツ語やフランス語で 一 時にはまたイタリ

ア語で - 適度に啓蒙主義的な書物がたくさん

でていった｣ (12)ことに対応する現象でもあっ

た｡中世以来の国際都市バーゼルもこうした

｢諸都市｣の一つであり,そして ドイツ言吾によ

って自らの思想を表現したイーゼ リーンも,ま

さにその ｢啓蒙主義のエリー ト｣の一員に他な

らなかったのである｡

1.イーゼリーンの生涯

イザ-ク･イーゼリーンは,1728年,バーゼ

ルで生まれているO父(ChrlStOp lselln)

は一種の性格破綻者だったようで,両親はイー

ゼ リーン誕生以前に既に離婚 しており,彼は母

(AnnaMariaBruckhard)のもとで育てられ

た｡幼 ･少年時代については不明なことが多い

が,上で述べた社会的 ･文化的伝統が彼の思想

形成に寄与したことは,確かであろう｡やがて

1742年,バーゼル大学の哲学部に入学 してい

る｡同法学部を経て,1747年,創立後間もない

ゲッティンゲン大学法学部に移り,ここでハラ

ー,ンユマウス,モースハイムらに師事 してい

る｡1751年には法学博士の学位を同大学から授

与され,さらに1752年にはパ リに遊学 して,フ

ォントネル,ルソー,ビュフォンらと交流をも

った｡ゲッティンゲン大学が当時啓蒙主義の ド

イツへの窓口の役割を果たしていたこと,彼が

そこで師事した学者たちがまさにそうした動き

の中心人物であったこと,さらにイーゼ リーン

がパ リで啓蒙主義者と交わったことは,いずれ

も思想形成期における彼の方向を決定づける役

割を果たしたと考えられるOやがて1756年,彼

はバーゼル州秘書兼バーゼル市役所書記 (第二

書記)の職を得る｡この職は同州にあっては都

市首脳,都市参事会に次ぐ第三の地位を占め,

｢この国家における最 も尊敬された官職の一

つ｣ (13)であった｡以後の彼は,54歳で死去す

るまで,終生この職務を遂行 していった｡

公務員としてのイーゼ リーンは,その日常的

業務をこなす傍 ら,特に農業の改善,教育制度

の改善および市民権拡大という,三分野におけ

る改革事業に努力を傾注 した｡農本主義者であ

ったイーゼ リーンは農民の経済的自由を目指す

改革を主張 し,農民保護の面ではある程度の成

果をあげたと言われる｡ しかし市民への教育の

解放と市民権拡大の彼の主張は,実を結ばなか

った｡上で触れた当時の危機に対する彼の改革

案が ｢根本的に革命的であった｣ (14)ため,寡

頭制を守ろうとする当局者に容れられなかった

ことがその原因であった｡とはいえこの改革の

主張は,危機が続 く限り,一定の影響力を持ち

続けた｡彼は ｢バーゼルの影響力ある政治家た

ちの小グループの一員｣ (15)の役割を果たし続

けるのである｡

連邦国家スイス分解の危機に対しても,彼は

積極的に運動を展開した｡啓蒙主義の時代は協

会活動が活発な時代であり,フリーメーソンが

その最大の例だが,スイス史に関して重要なも

のにヘルヴェティア協会がある｡この協会は

｢スイスの啓蒙のため｣ (16),また啓蒙を通じ

てスイス連邦の崩壊を食い止めるために,1761

年に結成された｡また,この協会には各州の改

革運動の代表者たちがメンバーの中心として参

加 していたので,諸州にある協会の一種の親協

会となり,この結果,協会は ｢諸リ廿を代表する

自由意志的な国民議会のようなものへと発展 し

た｣ (17)と言われる｡イーゼリーンは既に学生

時代に自ら協会を結成 したり,いくつかの協会

に関与してきたが,このヘルヴェティア協会に
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ついても,その創立メンバーの一人となってい

る｡それだけでなく,1764年の第 4回総会では

議長をつとめるなど,協会を代表する中心的活

動家でもあった｡

彼の諸著作も,こうした彼の活動の一環とし

て書かれたものである｡本稿ではそうした彼の

諸著作のうち 『人類史』を考察の対象にしてい

るが,ここでは,国家の目標を ｢可能な限り多

数の人々を幸福にすること｣ (18) と表現してい

る｡啓蒙の目標を ｢最大多数の最大幸福｣と定

式化したのはベンサム (1788年)であるが,す

でに啓蒙主義者としての活動のなかで,彼はこ

の規定を先取りしていたと言えるのである｡

最後に,彼の子供の教育についても見ておき

たい｡彼はバーゼルに職を得た年 (1756年)に

結婚し,2男 6女を得ている｡このうち娘たち

は自分で教育をほどこした｡彼の教育は,読

み,書き,算術といった,通 り一遍の女子の

教育を越えて,やがては英言吾の小説を一緒に

読むなど,語学や教養を重視 したものであっ

た｡息子たちを,彼は学者にしようとは考えな

かった｡彼らは ｢教養ある商人になるべきであ

る｣ (19) というのが,彼の方針であった｡そこ

で息子たちをギムナジウム通わせた後は専門学

校で経済学を学ばせ,その後オランダに修行に

出している｡そしてこの息子たちは二人とも実

業の世界で生きていった.これには ｢バーゼル

においては,教授の職は一つの社会的下落を意

味していた｣ (20)という当時の風潮や,また破

産を経験した自身の経験から息子たちに経済力

を持つことを求めたという点も,一部関係して

いると考えられる｡だが彼の子供の教育につい

て筆者が重視したいのは,イーゼリーンが息子

たちに求めたことが,何よりも,彼自身もその

一員であった ｢教養ある市民｣となることだっ

たということである｡そしてこのことは,彼が

啓蒙主義者としての活動においていかなる人々

を自らの基盤と考え,その著作活動を通じて誰

に働きかけようとしたかを,端的に示している

ように思われるのである｡

二.自然状態の歴史化

イーゼリーンの自然状態論について考察する

前に,まず本章では,自然状態論が歴史と関係

づけられてくる過程を簡単にスケッチしておき

たい｡というのは,そもそも自然状態に関わる

議論の出発点をなすホップズの 『リヴァイアサ

ン』では,自然状態の歴史的事実性に関する議

論は含まれていなかったからである｡自然状態

に関する ｢各人の各人に対する戦争状態｣ (21)

というホップズの規定は直接人間の本性自体か

ら導き出されており,自然法の規定も, ｢理性

によって発見された戒律または一般法則 ｣ (21)

とされている｡ここでは自然状態は,むしろ歴

史的,時代的特性をはぎ取ったところで現れて

くる人間本性を足場にしながら,社会状態を説

明する理論的前提として語られていると言えよ

う｡またここでは,自然状態を人間の歴史にお

ける一段階として設定するという意識は見られ

ないと言えよう｡

だが,上の解釈が正しいとすれば,自然状態

論はいかなる道筋を通って歴史と結びついてき

たのであろうか｡この問題については,プーフ

ェンドルフとルソーの自然状態論を見ることに

よって,その粗筋が見えるように思われる｡ま

た,この両者についてみておくことは,後にイ

ーゼリーンについて考察するための前提を押さ

えることにもなるであろう｡

1.プーフェンドルフの自然状態論

自然法学史上におけるプーフェンドルフの位

置については,フーゴー ･グロティウス,ホッ

プズを継承 しながら ｢大陸とくに ドイツにおけ
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る自然法学の組織者として,一つの学派を形成

する役割を担った｣ (22)とされている｡とりわ

け 『自然法と万民法』 (1672)と 『人間と市民

の義務』 (1673)によって (23),彼は17,18世

紀の政治思想に多大な影響を与えた｡筆者がこ

こでプ-フェンドルフを考察の対象に選ぶのは

まさにこの理由からであるが,しか し,さらに

もう一つの理由がある｡それは,彼が 『ヨーロ

ッパ主要国史序説』 (1682) (24)という,大変

興味深い歴史書を残 しているからである｡この

歴史書は,もともとは,彼がスエーデンのルン

ド大学で学生に与えた歴史教科書であったが,

やがて ドイツでも,18世紀を通じて,とりわけ

法学部学生のための歴史教科書として,広く利

用されたものであった｡そこで,上記の三者に

よりつつ,プーフェンドルフの自然状態論と,

その上に構築された具体的歴史像を見ることに

したいC
最初に, 『ヨーロッパ主要国史序説』の内容

を簡単に見ておこう｡本書は,まず最初の3章

で,全体的枠組みを与えている｡第 1章では,

国家の発生からアッシリア,ベルシア,マケ ド

ニアという三つの ｢大帝国｣ (5)の時代が書己

述されている｡続く第 2章 ｢旧ローマ帝国｣で

は,古代ローマ史を王政時代から始め,オクタ

ウィアヌス以後の帝政期,東ローマ帝国滅亡ま

で扱う｡そして第 3章 ｢新ローマ帝国｣では,

ドイツ人のローマ帝国の歴史が記述される｡こ

こでは,カール大帝を ｢旧ローマの支配権の後

継者｣ (73)と述べて旧ローマ帝国との連続性

を主張し,さらに,プーフェンドルフと同時代

の神聖ローマ帝国皇帝についても, ｢われらの

君主の称号には,最初のローマの皇帝たち-と

まったく同一の名誉ある名称が,なお保存され

ている｣(118)と言い, ｢現在なお,ローマ帝

国には他の全ての権力に対する首位権と優位と

が帰属している｣ (同)と主張している｡

ここまでが第-部とすれば,第二部は ドイツ

以外のヨーロッパ主要国の歴史となり,ポル ト

ガル,スペイン,イギリス,オランダ,デンマ

ーク,ポーランド,ロシア, ｢ローマ教会の君

主国｣が,各国史の形式で,記述される｡但

し,上でも見たように,これら諸国は ｢首位権

と優位｣とを有するドイツ皇帝-ローマ帝国と

いう枠組みの中で語られている｡分量から言え

ばこの第 2部が 9割を占めており,本書の関心

は,圧倒的に17世紀のヨーロッパを形成 してい

る諸国の歴史に注がれていると言える (25)0

本書の基本的性格は,従って,旧ローマ帝国

崩壊から出発し,17世紀ヨーロッパ世界の形成

過程を説明しようとする, ｢現在｣重視の視点

から書かれた政治史である｡ しかし他方,その

全体的枠組みを見ると,アッシリア,ベ ルン

ア,マケ ドニア (ギリシア)に続く第4の世界

帝国をローマとし,さらに新 ･旧ローマ帝国を

ともに第4の世界帝国であり,一連のものだと

している｡この点では,本書は伝統的なキリス

ト教的世界史記述-普遍史の四世界帝国論に従

っている｡またここから,18世紀の時点では,

実際に本書は ｢普遍史としても読まれた｣ (26)

のであった｡

さて,本稿との関わり合いでは,第 1章の国

家の形成に関する彼の議論を見ておかなければ

ならない｡そこでは,まず家父長制家族が歴史

の出発点に置かれている｡ ｢世界の最初の時代

には家父長が自由に自立して生きていた｡彼は

君主の権力の外部にあって彼の妻,子供と下僕

たちをいわば君主として統治していた｣(lf)｡

｢きわめて信悪性が高いと考えられることは,

大洪水の時代までは,高次の支配権や秩序を制

度として持つような,いかなる公民的国家も存

在 しなかっただろうということである｣(2)｡

｢さらに考えられることは,大洪水以後のかな

りの期間,この,隔離された個別的家父長たち
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の状態が続いただろうということである｣(2)0

見られるように,ここでは創世記でノアの大洪

水前後に記述されている族長たちが,歴史のは

じまりに置かれているのである｡

国家 (Republik)の形成の最初の契機は,

こうした自由で自立的な家父長たちの接触時に

発生する ｢行き違い (Irrung)｣ (2)であ

る｡これは最初は暴力で解決される｡ しか し

やがてそこから ｢全般的不安定｣ (3)が発生

し,そこで,最も知恵のある長老たちを ｢裁判

官｣ (4)に選び,争いの裁定と移動時の指揮

を委ねるようになる｡ ｢このような裁判官と指

揮の職務が,しかし,次第に一種の政府へと成

長するのである｣ (同)｡実例としてプ-フェ

ンドルフはアリス トテレスの英雄時代型王制を

あげているのみである｡そしてここから最初の

国家が発生するが,その時代については, ｢特

定することができない｣ (同)と言う｡ただし

その国家の特質については, ｢民主主義｣(同)

に基づくものだとしている｡なぜなら,それは

｢自然的自由｣ (同)を有する平等な市民によ

って形成されるからである｡このようにして最

初に成立した民主主義的国家は,小さく ｢粗悪

で単純｣ (同)なものだったが,以後,それら

が相互に闘争,統合を繰り返すなかで,国家も

次第に大規模化 し,やがて大帝国が出現する｡

｢このような大帝国のうち,アッシリアが･-最

も古いもの｣ (5)である｡プーフェンドルフ

がこれ以後の時代を四世界帝国論の枠組みに沿

って記述していくことは,既に述べたとおりで

ある｡

上の記述では,家父長制家族の段階が自然状

態として位置づけられているということができ

よう｡そしてそこにおける全般的不安定を契機

に ｢裁判官｣の選出,民主主義国家の形成へと

進むものと説明されていると解釈できる｡また

この過程が,聖書を援用しつつ描かれていると

いうことになる｡ということは,ホップズにお

いては非歴史的な理論的前提として論 じられて

いた自然状態が,プーフェンドルフにおいては

一つの歴史的事実として語られていることにな

る｡つまり,ここでは,プーフエンドルフは自

然状態の歴史化を行っているのである｡

だが,まだこの ｢歴史化｣について結論づけ

るのは早いであろう｡それには,まだ彼の自然

状態論そのものの検討が欠けているからであ

る｡そこで, 『自然法による人間と市民の義

務』によって,彼の自然状態論を見ておこう｡

プ-フェンドルフは,本書で, ｢理性のみの

光にてらせば,自然状態は,三つの様態におい

て考えられよう｡すなわち創造者たる神との関

係における自然状態,諸個人の自己自身との関

係における自然状態,諸個人の他人との関係に

おける自然状態がそれである｣ (第Ⅱ巻,第-

章,第2節)｡この第二の自然状態については

『自然法と万民法』 (1672)では, ｢自然状態

そのもの｣ (Ⅱ, 2- 1)とも表現している｡

第一の自然状態は, ｢創造者により,他の動

物に優越する動物たるべLとの意図のもとに.

人間が創造者によっておかれた状態｣ (Ⅱ, 1

-3)である｡つまり, ｢神の創造した状態と

しての自然状態｣ く27)であって,楽園における

人間の状態に対応している｡この状態から導か

れることは,人間は神を認識し,敬い,また神

の業を賛美すべきだということである｡

第二の自然状態は, ｢人間がたった一人でお

かれている状態｣ (Ⅱ,･1-4)であるが,そ

れは, ｢想像力｣ (同)によってのみ知り得る

状態である｡また彼は, ｢実際,人類が自然状

態にあったことなど一度もなかったということ

は明らかである｣ (Ⅱ, 1-7)とも述べてい

る｡つまりこの状態は一つの理論的虚構であっ

て,合理的に抽出された純粋な自然状態として

設定されているといえる｡そしてここで言う自



然状態とは,人間が自己保存のため,日々の必

要のために活動する,孤立分散した私人として

過ごしている状態を意味しているわけである｡

他方同時にそれは, ｢人頬の発展した文化状態

の完全な否定的対象像｣ (28)としても描かれ

る｡すなわち苦難,欠乏,貧困,弱さ等を特徴

とする,文化の欠如状態なのである｡そして彼

にとってはこの ｢人間の極まりない弱さ｣(Ⅱ,

1-4)こそ,やがて他人との共同を必然的な

ものとし,政治社会-進ませるものなのであっ

た.このように一方でこの状態は政治社会を導

き出す合理的虚構の意味を有する｡しかし,他

方ではそれは,第-の自然状態との関係からみ

れば堕罪によって楽園を追放された時点に対応

するものとも理解できる｡それはあくまで合理

的虚構ではあるが,しかし現実の人類史の始ま

りに置かれるべきものである｡それは数直線の

比喉で表現すれば, ｢歴史的ゼロ点｣ (29)に当

たることになる｡

この ｢歴史的ゼロ点｣の次におかれる第三の

自然状態については,従って実在した自然状態

の記述が行われる｡そこでは,聖書によりなが

ら,最初の夫婦から生まれた子供たちの時代,

次いで子供たちの家族が父の家族から分離して

新たな土地へと拡散していく時代,そして社会

状態への移行と主権的権力形成に向かう時代へ

の歩みが記述されている｡時代区分は具体的に

は示されていないが,当時の読者たちは,最初

の時代をアダムから大洪水まで,次の時代を大

洪水,特にバベルと塔以後の人類拡散の時代

を,そして第三の時代に関しては,最初の王と

なったとされるニムロデを思い起こしながら,

プーフェンドルフの記述を読んでいたはずであ

る｡

また,社会状態以前の人類については, ｢聖

書が全ての死すべき人間の祖であると教えてい

る最初の夫婦の子供たちは,･-家父長権に服し

ていた｣ (Ⅱ, 1-7)と述べている｡ 『自然

法と万民法』でも, ｢エヴァは確かに夫権に服

していたし,アダムとエヴァから生まれた者た

ちも,ただちに,親権と家族権に服した｣(Ⅱ,

2-4)と述べ,人類が最初から家父長制家族

の形態をとってきたと述べている｡上で見た

『ヨーロッパ主要国史序説』は,こうして,ま

さに最初の家父長制家族を形成したアダムとエ

ヴァの時点から筆を起こした歴史記述だったわ

けである｡

さて,プーフェンドルフの自然状態は,ホッ

プズのそれと違って,そこでは自然法が通用す

る,平和的状態である｡しかしこの状態のもと

で人間は欠乏に悩まされ,何よりもその弱さを

克服する必要から,さらに人口増などにより家

族相互の矛盾も激 しくなって平和喪失の危険が

増大したがゆえに,政治社会の形成を余儀なく

されるのである｡この道のりは,二つの契約と

一つの決定によって説明される｡まず国家契約

(結合契約)によって市民の平等に基づく国家

が形成される｡その後,国家を指導する一人あ

るいは数名の指導者 (-政府)が決定される｡

次いでこの指導者と国民との問で統治契約 (脂

従契約)が結ばれるのである｡こうして形成さ

れた政府は,国民に対しては対外的 ･対内的安

全の確保と,国民の福祉を義務として引き受け

ることになるが,しかし国民のコントロール下

にあるわけではなく,国民には抵抗権はないと

彼は考えた｡ここから,プーフェンドルフにお

いては, ｢自然法はかくしてそのまま絶対王政

の外被｣ (30) となったと評価されることにな

る｡彼の自然法は, ｢政治社会｣の近代的再編

成が課題となっていた一七世紀において, ｢啓

蒙絶対主義を自然法的に定式化｣ (31)するとい

う役割を果たしたのである｡

ドラテは ｢契約説の支持者たちが事実と法,
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政治社会の起源と基礎を混同したと非難されう

る｣ (32)と述べており,理論的には,それは

｢混同｣とも言えるかもしれない｡とはいえ,

たとえ ｢混同｣によるとしても,自然状態が,

プーフェンドルフによって一つの歴史的状態と

結びつけて具体的に記述されていることが,こ

こでは重要である｡彼においては,それは純粋

な理論的前提としての枠を越えて,歴史化され

ていたことになるからである｡ しかもそこで

は,聖書の記述が援用されていた｡ ｢啓示の確

実性と合理的再構成の関係は,ここでは完全に

直接的に相互補完関係｣ (33)にあったのであ

る｡

プーフエンドルフの自然状態は,こうして,

合理的虚構性と歴史的事実性という,二重の性

格を併せ持っているということになる｡しかし

それを出発点として,彼は一七世紀に至る一貫

した合理的政治史の記述を展開した｡そしてそ

の一貫した記述は,ヨーロッパにおける ｢啓蒙

絶対主義｣に理論的支柱を提供するものでもあ

った｡上で見た 『ヨーロッパ主要国史序説』

は,このようなプ-フェンドルフの全体的立場

と結合して記述されていたのである｡

2.ルソーのパラドックス

プ-フェンドルフの 『自然法と万民法』はす

でに1706年,また, 『自然法による人間と市民

の義務』も翌年,パルベイラックによってフラ

ンス語に翻訳されていた｡ ドラテによれば,ル

ソーは1749年以後,ディドロとの緊密な協力の

もと,このパルベイラックの訳本によりつつプ

ーフェンドルフを深く研究していた (34)｡そし

て ｢ルソーが 『社会契約論』自体と同様, 『不

平等論』においても,本質的な問題に取り組む

とき,彼はほとんどっねにプーフェンドルフの

テキストを念頭に置いている｣ (35)と指摘され

ている｡さらに近年は ｢ルソーの社会契約論の

理論モデルは,プーフェンドルフの契約理論の

修正版｣ (36)とすら主張されている｡

ルソーの 『人間不平等起源論』 (1755)をこ

のように ｢つねにプ-フェンドルフのテキスト

を念頭に置いたもの｣として見た場合,本書で

のルソーの自然状態論にはいかなる特徴が見ら

れるだろうか｡本稿の問題から見ると,ルソー

の自然状態論はもちろんプーフェンドルフのそ

れをそのまま引き継いだものではないが,両者

の自然状態論には,一つの共通点があると思わ

れる｡それは,二人がともに合理的虚構性と歴

史的事実性という二重の特質を自然状態に与え

ていると読めることである｡

まず第-に,ルソーは自然状態の合理的虚構

性を強調 している｡彼は,それを ｢もはや存在

せず,おそらくは存在したことがなく,多分こ

れからも存在しそうもない一つの状態｣ (27)

と規定している｡そしてこの状態に関する過去

の議論に対し, ｢だれもかれもが,-社会のな

かで得た観念を自然状態のなかに移し入れたの

であった｡つまり,彼らは未開人について語り

ながら,社会人を描いていたのである｣ (38)

と批判する｡また聖書に関しては ｢最初の人間

は神から直接に知恵と戒律を受けたのであっ

て,彼自身決 してこの状態になかった｡-･モー

セの五書を信用するならば,大洪水以前につい

てすら,人々はかつて純粋の自然状態にあった

ことは否定 しなければならない｣ (38)と述

べ,聖書によって自然状態を論ずることはでき

ないと言う｡かくして彼は ｢まずすべての事実

を無視してかかろう｣と言い, ｢歴史的真理で

はなく,憶測的で条件的推理｣ (38)を押し進

めることになる｡そしてそのうえで,純粋な仮

説として,豊かな自然のなかで孤立 して生き,

｢頑丈で敏捷で勇敢な未開人｣ (45),自然と

直結 し,感覚-現在にのみ生きる未開人を語

り,自己に対する愛と哀れみの情という ｢理性
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に先立つ二つの原理｣ (30)のみは有するもの

の,本能による単純な欲望に従ってのみ行動

し,家族もなく,言語もなく,従って進歩もな

い状態,だが,一所有もなく,自由で不平等のな

い状態として日射犬態を描いた｡そしてこの自

然状態論を足場として,社会状態における人為

性や不平等に対する痛烈な批判が行われてい

く｡

だが他方,第二に, ｢教育 も進歩 もなかっ

た｡世代はいたずらに重なっていった｡そして

おのおのの世代は常に同じ点か ら出発するの

で,幾世紀 もが初期の全 く粗野な状態のうち

に経過 した｡種は既に老いているのに,人間

はいつまで も子供のままであった｣ (80)と

いわれている｡あるいは言語の発生について

述べているところで, ｢言語をはじめて発明

するために費やされたにちがいない,膨大な

苦しみと無限の時｣ (58)とか, ｢幾千世紀｣

(59)が指摘されている｡また,自然状態にお

ける人間と禽獣の違いを自然人の持つ ｢改善能

刀(perfectibilit6)｣に求めている議論の

なかで, ｢平穏で無事な日々が過ぎゆくはずの

あの原初的な状態から,時の経過とともに人間

を引き出すものがこの能力｣ (53)だと述べて

いるoここでは明らかに, ｢幾干世糸己｣にわた

る膨大な時間の経過のなかで自然状態が考えら

れており,人類の ｢原初的な状態｣,あるいは

一つの時代- ｢子供｣の時代と意識されてい

る｡

第三に,この自然状態は,それ自体で一つの

完結 した時代をなすと考えられている｡ ｢改善

能力や社会的な徳やそのほかの自然人が潜在的

に授かった諸能力が,それ自身ではけっして発

展できなかった｣ (83)といわれているからで

ある｡発展は内的必然性によるものではなかっ

たoそれには ｢外的原因･-が偶然にこれに協力

する必要があった｣ (83)とされ, ｢それがな

ければ人間は永久にその原始的な段階に止まっ

たろう｣ (83)と言われているのである｡

第四に,社会状態への移行に関する記述との

関係で自然状態が与えられている位置を見てお

く必要がある｡本書第二部では,上で言われて

いる外的要因によって社会状態に移行する過程

が記述されるのだが,そこではまず,自然状態

と社会状態の中間の時代としての未開状態が描

かれる｡未開状態の第 1段階は,脱自然化の開

始である｡他の動物や他人との競合関係,自然

の変化などのいろいろな外的困難が発生するな

かで,道具を発明したり身体の鍛錬をしたりす

る必要に直面し,人類は次第に自己が持ってい

た多様な能力を開拓 し始める｡理性が活動 し始

め,叫びや身振りなどからなる言語も発生 し,

漸進的に知識も増大する｡異なった自然条件に

対応して漁夫,狩人,なども現れ,人間同士の

協力関係も形成され始める｡このような経過的

段階を経て,第2段階である, ｢家族の設立と

その区別を形成 し,そして一種の私有財産性を

導き入れた最初の革命の時代｣ (90)を迎え

る｡技能が改良され石の斧や小屋を造り,小屋

を粘土や泥で塗り固めるようになる｡族長を中

心とする家族が生まれ,村ができ,小社会が形

成される｡社会に共通な言語が発生 し,他人に

対する尊敬の念も生まれるが,同時に尊敬され

たいという気持 (-不平等と悪徳の第一歩)ち

発生してくる｡だがなおここでは不平等は存在

せず,自由で,幸福に,かつ独立的に各自が生

きていた時代であった｡それは ｢原始状態のの

んきさとわれわれの自尊心の手に負えない活動

とのちょうど中間に位 して,もっとも幸福でも

っとも永続的な時代-,もっとも革命の起こり

にくい,人間にとって最良の状態であった｣

(95)｡そして,この状態もまた,一つの完結

した時代であった｡ ｢人間は,-イ可かの忌まわ

しい偶然によらない限りこの状態を離れるはず
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がなかった｣ (95f)か らである｡それはま

た,歴史的に実在した時代である｡ ｢未開人は

ほとんど全てがこの段階において見出された,

･-真に世界の青年期｣ (96)だったのである｡

それは過去に存在 しただけではない｡ルソー

は,オランウータン,ボンゴ,エンジョコ,マ

ンドリル等の例を挙げ, ｢旅行家たちによって

獣と思われている,人間に似たさまざまな動物

は,実は本当の未開人なのではなかろうか｣

(160)と述べて,現在における実在性も推測し

ている｡こうした状態からその第 3段階に移行

させたのは ｢第二の革命｣,すなわち,冶金と

農業の開始であった｡これによって私有財産と

不平等が発生し,利己心,理性,欲望が活発に

活動を始め,競争と利害の対立から,やがて無

秩序,戦争状態へと突き進むのである｡そして

この経過的段階を経て,人間は社会状態に移行

するのである｡

社会状態の成立と展開については,結論的に

次のように言われている｡ ｢不平等の進歩をた

どってみると,われわれは法律と所有権との設

置がその第一期であり,為政者の設定が第二期

で,最後の第三期は合法的な権力から専制的権

力への変化であったことを見出すであろう｡従

って富者と貧者との状態が第一期によって容認

され,そして第三の時期によって主人と奴隷と

の状態が容認されるのであるが,この第三の時

期が不平等の最後の段階であり,他の全ての時

期が結局は帰着する限界であって,ついには,

新しい諸変革が政府をすっかり解体させるか,

またはこれを合法的な制度に近づけるにいたる

のである｣ (121)｡

ドラテは, ｢ルソーが旅行記のなかに含まれ

る事実や観察を念頭に置くのは付随的にであっ

て,たんにそれは,ルソーがそのなかに彼の推

論の検証と彼の当初の原理の確証とを見出す

かぎりにおいてなのである｣ (38) と主張してい

る｡ しかし,こうした第二部の記述からみる

と,自然状態は,既に膨大な時間をそこで人類

が過ごし, ｢外的原因｣が ｢偶然に｣働きかけ

なければなお人類がその段階に止まっていたは

ずの,一つの歴史的段階として位置づけられて

いると解釈できるであろう｡すなわち自然状態

は,ここでは,社会状態を導き出す単なる理論

的前提としてよりは,人類史における ｢原始状

態｣ (｢子供｣時代)なのであり,それに続く

｢未開状撃｣ (｢世界の青年期｣)およひ社会

状態に対し,人類史における最初の段階として

位置づけられていると読みとることもできよ

･･'lo

こうしたルソーによる自然状態の ｢歴史化｣

を高く評価 しているのか,福田歓- 『近代政治

原理成立史序論』である｡氏によれば,それま

での自然法学者の独断的な分析的方法と,それ

に基づ く法以前の状態としての自然状態に対

し,ルソーが ｢発生的方法への転換｣ (39)をお

こなったこと･,そして彼が ｢原始状態として歴

史化せられた- 『自足的な完全態』としての自

然状態｣ (40)を旧来の自然状態に対置したこと

を強調されている｡氏はまた,失われた人間性

回復の道を探ったルソ-の方法上の特質を,

｢ルソーがそのために開発 しまして, 『人間の

哲学』に新 しくつけ加えましたのは,笑は厘史

の理論であります｣ (41)とも述べている｡

ただ筆者は,このルソーの ｢歴史化｣自体に

は先行者がいたと考える｡上で見たように,ル

ソーが常に意識 していたプ-フェンドルフが,

既にその先鞭をつけているからである｡もちろ

んルソーにおける ｢歴史化｣は,プーフェンド

ルフのそれとは内容を異にしている｡両者の相

違のうち,本稿の問題との関係で最も注目すべ

きは,聖書との関係である｡プーフェントルフ

においては聖書との一致が主張されていたのに

対し,ルソーにおいては,聖書記述との一致の
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問題は,最初から排除されているからである｡

プーフェンドルフが自然状態を歴史化するに当

たり,その根拠を置いたのは聖書であった｡こ

れに対し,ルソーが根拠を置いたのは ｢事物の

自然｣ (83)であった｡またこれを根拠として

｢最も確からしい憶測｣ (83)を推進していく

が,そこでは, ｢今や一個の科学としてその形

をなしつつあった歴史学,自然史及び社会史を

含めてその成果を自由に用いて｣ (42),これを

行っている｡ビュフォンがしばしば引用されて

いる｡最新の考古学的知見が盛り込まれ,さら

に,グリーンランド,アメリカ,アフリカ,ベ

ルン7,インドから日本に関する旅行言己までが

引用されるなど,民族学 (人頬学)的記述が動

員されている｡そしてこの最後の点について

は, ｢まさにルソーと共に,この世紀に人頬学

の広大な沃野が聞ける｣ (43)と評価される作業

が行われているのである｡

ルソーは一方で,こうした ｢歴史化｣を通じ

て, ｢いちばん徹底した自然人｣ (44)の像を与

えた｡そしてこれに依りつつ社会状態における

文明人-人為人を厳 しく批判 し, ｢あの太古の

最初の無邪気さを取り戻すがよい｣(156)との

痛切な呼びかけを行った｡だが他方で,上でも

見たように,彼が与えた自然状態への規定は,

あくまで ｢もはや存在せず,おそらくは存在し

たことがなく,多分これからも存在 しそうもな

い一つの状態｣であった｡すでにプーフェンド

ルフに現れていた自然状態の議論における二つ

の側面 -合理的虚構性と歴史的事実性-が,

こうして,ルソーに至っておのおのその極限に

まで押し進められたと言えよう｡

この ｢ルソーのパラ ドックス｣ (45)は,彼以

後の人々に,その解決を大きな課題として残す

ことになった｡そしてイーゼ リーンが取り組ん

だ課題こそ,まさにこうした ｢ルソーのパラ ド

ックス｣の解決だったのである｡

四.イーゼ リーン 『人類史』の世界史記述

1. F人類史』の世界史記述

イーゼ リーンは,L752年,上述のように約二

ヶ月滞在 したパ リでルソーと会見している｡ル

ソーが 『人間不平等起源論』に取りかかるのは

1753年であるから,会見で直接この書物につい

て話し合ったわけではない｡ベータースによれ

ば, ｢パ リ旅行の日記がしらせてくれるのは,

イーゼ リーンを人頬史というテーマに導いたの

はルソーの芸術と科学に関する論文だったと

いうことである｣ (46)｡ともあれイーゼリーン

は,こうして,ルソ-の直接的影響のもとに人

類史の探求を始めていた｡ 『人類史』冒頭に置

かれている序言によれば,未発表の草稿も書い

ていたようである｡だが本書執筆に直接的動機

を与えたのは,彼の協会活動だった｡彼は,

1762年, ｢博愛教会｣から出された懸賞論文に

取り組もうとしてかつての草稿を取り出し,ル

ソーとモンテスキューと格闘しつつ,彼の人類

史を書き上げたのである｡そして ｢成立 したば

かりの真理と善の友協会の目的に寄与すること

を信じて｣ (Ⅰ-1V),本書を刊行したのであ

る｡

本書は二部構成となっており,第-部は方法

論を論 じた第 1巻,自然状態に関する第 2巻,

未開 ･野蛮状態を扱う第 3巻から成る｡第二部

は全体として社会状態-｢道徳的状態｣の記述

である｡最初に第4-5巻で社会状態-の移行

過程が述べられたのち,第 6巻でアジア,第 7

巻でギ リシア .ローマ,第 8巻でヨーロッパの

歴史がたどられている｡これらの記述は,内容

から言えば,一つの新 しい世界史記述と受け取

ることもできる｡だがイーゼリーンに即 して言

えば,彼の目的は ｢人間的諸能力の自然的発展

自体が指 し示 している道｣(I-152)を, ｢哲

学のたいまつに照らされて｣(Ⅰ-175)たどる
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ことであった｡当時まだ ｢歴史哲学｣という言

葉は存在せず,歴史哲学と歴史学は分離してい

なかった (47)｡そうした状況のなかでは,本書

は新しい世界史であると同時に,今日的意味で

の歴史哲学でもあったといえる｡

さて,第 1巻では二つの方法が強調されてい

る.一つは心理学的方法である｡彼はここで

｢人間行動の原動力｣ (Ⅰ-41)を探求 し,

｢人間は三重の法則によって支配されている ;

感性は衝動と欲望の穏やかな運動に生気を与え

る｡想像力は情動と情熱の激しい炎を燃え立たせ

る,理性は意志の静諾なる決定を照らす｣(同)

と言う｡この結論は,本論で感性を自然状態,

想像力を未開状態,理性を道徳的状態に対応さ

せていくことに繋がっていくし,また同時に,

人類史全体を一人の人間の成長になぞらえて語

っていく基礎ともなっている｡第二はモンテス

キューの方法である｡実際本論では人間の歴史

と風土,生活様式,宗教などとの関係が重視さ

れていくことになる｡

第2章は自然状態論であるが,これを ｢獣的

状態(ThierischerZustand)｣ (Ⅰ-15)

と人類の ｢子供時代｣ (ト 197)に区分 して考

察している｡最初の獣的状態は, ｢すべての人

間的能力がただ現在の状況の感覚のみに限定さ

れている｣(Ⅰ-153)状態である｡これは,ル

ソーの自然状態に当たるが,イーゼ リーンはこ

れを個人の成長過程における ｢生まれて最初

の一,二年の子供(Kinderi･n den ersten

Jahren)の悟性の状態｣(Ⅰ-158)に比定し

ている｡また,彼はここで,人間がこの状態を抜

け出る契機を外的原因の偶然の作用に求めたル

ソーを批判する｡イーゼリーンによれば,人間

は ｢一般的自然法則｣(Ⅰ-168)によってこの

段階を自ら脱出する｡というのは,人間は動物

と相違して ｢完全性に向かう衝動｣(Ⅰ-170)

を有しており,この内的本性によって,完成へ

と向かう発展を自然によって強制されているか

らである｡かくして ｢ルソー氏の人間が一つの

現実的存在であったとしても,しかし,その幸

福は決して羨ましいものではない｣(Ⅰ-173)0

また,ルソーの主張する ｢人間の獣的状態は,

自然があずかり知らぬ非合理である｡または,

自然が極めて稀に一般的法則に反して産みだし

てしまった稀少例｣ (I-176)なのである｡

こうして人間は自然状態における第二段階,

個人においては2歳から3歳頃から始まる子供

時代に移行する｡ここで人間を支配 しているの

はなお ｢感性的満足｣(I-185)であるが,し

かし言語,家族や家族愛が発生 し,公正さへの

感覚も生まれる｡やがて成長とともに社交的感

性,想像力によって高められた感性も展開し始

める｡この段階に対 しては,現実的根拠が存在

するとイーゼリーンは主張する｡まずは ｢子供

たち｣(Ⅰ-190)であるが, ｢われわれの知っ

ている民族のうちでは｡南アメリカ人,サモエ

ー ド人.グリーンランド人がこの状態に近いよ

うに思われる｡とりわけグリーンランド人がそ

うである｣ (Ⅰ-191)｡さらに ｢われわれが蹄

措なく一つの仮定として,多分一つの事実とし

てさえも受け入れることができること,それ

は,いかなる個人もただ子供時代を経てのみ,

より高次の悟性に到達できると同様,あらゆる

民族も一つの子供時代を持ち,その時代を通じ

て一つの完全な状態-と進むのだということで

ある｣ (Ⅰ-197)｡そしてこの時代こそ人類の

幸福な時代であった｡ ｢この単純な段階におい

ては,･=ルソー氏によれば大きなあこがれをも

って回復を望むべきである狭い限界内における

より,ずっと不満が少なく,遥かに多くの生き

生ぎとした喜びを享受するであろう｣ (Ⅰ-

200)からである｡もっとも,弱点もないではな

い｡ ｢古代の寓話的歴史｣(∫-208)に見られ

るような,想像と現実の混交や,またさまざま

-100-



な迷信,悪徳も発生 し始めるからである｡

続 く第3巻では野蛮 ･未開状態が考察されて

いる｡この状態の ｢重要な確率となっているの

は想像力,しかもたちの悪い,無秩序な想像力

である｣ (Ⅰ-238)o従って,それはルソーが

想定 したような幸福な時代ではなかった｡彼ら

は ｢最 も不毛で最 も厳 しい地方｣ (工-241)

で発生 し,採集や,狩猟,漁労によって生活し

ている｡粗野で,強者の法のみが行われ,しか

も ｢恒常的戦争｣ (Ⅰ-282)の状態にあった｡

｢抑圧するか抑圧されるか,これが未開状態の

全歴史なのである｣ (Ⅰ-365)O彼は, ｢野蛮

と未開状態は-･われわれによく知 られている｡

自然状態には疑問があるとしても,これらにつ

いては確かである｣ (I-233)と言う｡個人史

においては,それは想像力の暴走によって荒れ

狂う, ｢嵐のような,燃えるような青年時代｣

(Ⅰ-378)にあたる｡他方,彼は旅行記などで

紹介されたアジアやアフリカ人のほか,ヘロド

トスやストラポン,タキ トゥスなどの古典に見

られるケル ト人,ゲルマン人,古代のギリシア

人とローマ人,また トルコ人,モール人,さら

にはヨーロッパの中世もこの段階に数えてい

る｡こうして, ｢人類が一定の期間未開状態に

あるということは,･-いわば一つの自然法則で

あるように思われる｡大部分の民族が,人類に

定められている完成の域に達するまでに,この

荒涼たる荒れ野をさまよわなければならないと

いうことは不可避のように思われる｡人類は,

想像力という嵐の海を渡って理性に到達 しなけ

ればならないのである｣ (I-373)0

第二部においては,この未開 ･野蛮状態を経

て,真の道徳的状態-理性が人間を駆動してい

る状態-市民的状態へと進む,人類の漸進的発

展が記述される｡だが,これに関する紹介は,

最小限に止めることにしたい｡彼は,未開 ･野

蛮な状態から市民的状態へ移行させたのは,モ

ンテスキューに従って,自然条件であったと考

える｡まず最初に東洋諸民族が道徳的状態に移

行しさらに大帝国を築いた理由を, ｢温和な気

候｣ (Ⅱ-82)の恵み,及びそれにより ｢より

高次で穏やかな感覚が人間と人間を一つにさ

せる幸福な結合｣ (Ⅱ-44)が早く結ばれたこ

とに求めている｡ しか しエ ジプ トやバ ビロニ

ア,ベルンアなどでは,君主と僧侶が支配権を

握る,専制的国家が形成された｡そこでは ｢高

貴な単純性をもって,･-父権的な国政術が帝国

領域全体を覆っており,そのあらゆる部分すべ

てに同一の原理,同一の道徳,同一の制度を与

えている｣ (II-95)｡専制国家は,成立時に

は精神の発展を導き出すが,時と共に腐敗 し堕

落も際限なくなる｡アジアは,現在なお, ｢こ

の厭うべき伽のもとに｣ (刀-124)坤吟してい

る｡ただし, ｢中国のみがこの点に関しては例

外である｣ (Ⅰ-125)｡中国は帝国形成時の知

恵を現在も維持 しているからである (以上第 6

巻)0

古代ギリシア人とローマ人は,なお野蛮な状

態を続けている北方の人々とたもとを分かち,

やはり自然の恵みによって市民的状態に移行し

た｡そこでは共和主義的美徳,芸術と学問も

発展したが,しかしローマ時代末期には再び野

蛮状態に戻ってしまった｡結局ここでは, ｢想

像力と情熱がなお常に最も強力で,また唯一の

駆動輪であり,それが彼らの最良の人々をも支

配していた｣ (Ⅲ-244)のである｡言い換えれ

ば,この時代は ｢緩和された未開性｣ (同)の

状態に他ならなかったのである (第7巻)0

ローマ帝国末期には,厳 しい自然のもとでそ

の北と西の諸民族はなお ｢粗野な状態｣ (Ⅱ-

275)にあった｡イギリス,フランス, ドイツな

どは中世(mittlere Zeit)になってよう

やく未開状態に入る｡ レ-エン制は ｢野蛮の

出｣ (Ⅱ-289)である｡ ｢かくして何首年もの
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間,全ヨーロッパは-･従士,すなわち暴君に支

配された｡この暴君はただある不安定な時にの

み,より大きな暴君に仕えるのである｣ (Ⅱ-

288)0 ｢この変化しやすい法に基づいているの

が,とりわけ ドイツ帝国の怪物的国制なのであ

る｣ (ロー289)(49)｡ただ,中世において,自

由への萌芽が現れ,発展を始めた｡彼は,その

内答として都市と商業の発展,印刷術の発明,

文学者たちの ｢古代の学識に,それに値する栄

光を再び与え｣ (Ⅱ-348)ようとする努力,

｢自由と純粋性｣ (ロー357)を回復したルター

やカルヴァンによる教会の改善,インドと ｢新

世界｣ (Ⅲ-363)への道の発見,オランダとイ

ギリスにおける自由の発展を列挙 ･説明し,最

後に,17世紀における哲学の再興を挙げてい

る｡ガリレオ,デカル ト,ニュー トン,ベイコ

ンやロックなどについて説明しながら, ｢かく

て17世紀はヨーロッパの啓蒙と穏和化に対 し,

他の全ての世紀よりも多 くの貢献を行った｣

(Ⅱ-400f)と締めくくっている｡イーゼ リ-

ンの時代については, ｢先の世紀の終わり頃,

とりわけ今世紀になってはじめて,高貴で穏和

な考え方がわが大陸の人民のかなりの部分を占

めるようになった｣ (Ⅱ-419f)としている｡

彼自身が取り組んだ農業改善の努力や,公共精

神と愛国主義の広まり,またモンテスキュー,

ルソー,ヒューム,その他の人々の功績等々｡

ただしなお野蛮も各方面で残 っている｡だが,

｢われわれの子孫たちのほうが父親たちより幸

福になるであろうと希望 してよいだろう｣ (n

-438)と楽観的見通 しを述べつつ,完成- ｢可

能な限り多数の人々を幸福にすること｣ (Ⅱ-

243)へ導くことこそ国家と君主の任務だとして

君主や統治者にそのための努力を呼びかけて,

本書を閉じている (第 8巻)0

最後に,ここまでで紹介できなかったこと

で2点,注意 しておきたいことがある｡-つ

は時代区分の用語に関 してであるが,イーゼ

リーンは自然状態と未開 ･野蛮様態以後につい

て,それぞれ ｢古代 (Alterthum)｣, ｢中

世 (mittlere Zeit)｣を使用しているOこ

れに対立 しているのが ｢広がりつつある光｣

([-422)の時代であるoそれは17世紀末に始

まり現在発展 しつつある啓蒙の時代である｡す

なわち本書は現在の啓蒙時代-18世紀に頂点に

達するにいたる人類発展史なのである｡他は,

本書本文には,年号が一度も登場しないことで

ある｡註ではキリス ト紀元の年号を記している

がそれは引用書の出版年などで,やむなく記し

ていると考えられる｡このことの特異性や意味

については,後に考察 したい｡

2. r人類史』の歴史的位置

イーゼ リーンとルソーの関係については,同

時代にこっの評価があった｡一つはモーゼス ･

メンデルスゾーンのもので,彼は初版出版の3

年後に行った書評で,｢ルソーの意見に対する最

もすぐれた反論｣ く50) と評価していた｡他方,

同時代のゲッティンゲンの哲学者フェーダー

は,彼を ｢大のルソー崇拝者｣ (51) としてい

る｡

ドイツにおけるルソー受容には三つの類型が

あったと指摘 しているW･エア-ル トによれ

ば, ｢ルソーの進歩への根本的悲観論の拒絶を

一方とし,他方で予定された進歩という理論へ

の懐疑の道と並んで,-ヘ ルダーとレッシンダ

に始まり,カントとシラーを経て,最後にヘー

ゲルにいたる｣, ｢第三の道｣ (52)があった｡

そしてこの分頬においては,イーゼ リーンはル

ソーの批判者として第-の道の代表者というこ

とになる｡また,P･レイルも ｢イーゼリーン

は人類の改善能力に関するほとんどカント的と

も言える考察を明らかにした｡彼はその反ルソ

ー的な 『人類史』のテーマを "人播の,外面
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的単純さから光と福祉という,より高次の段

階への漸進的発展"(I-xxlii)として記述し

た｣ (53)と評価している｡ここでは,反ルソー

陣営の一員としてイーゼリーンが位置づけられ

ていると言えよう｡

だがこれに対し,イーゼリーンの 『人類史』

は ｢ルソーに対する一つの反作用であるが,同

時にルソーの方法を受容している｣ (54) という,

ベータースの指摘が重要である｡つまり,結果

の側から見ると,イーゼリーンの 『人類史』は

ルソーの ｢根本的悲観論｣に楽観的進歩史観を

対置している｡だがこの人頬の進歩実現の根本

にイーゼ リーンが据えているのが人類固有の

｢完成衝動｣であり,この完成衝動自体はルソ

ーの造語になる ｢改善能力(perfectlblllt6)｣

を引き継いだものに他ならなかったからであ

る｡ルソーにおいては自然状態が一つの完結し

た状態であり,ここからの脱出は,外的原因の

偶然の作用によるものであった｡これに対しイ

ーゼ リーンにおいては,この完成衝動によっ

て,人類は自然状態 (-感性によって規定され

た状態)から未開 ･野蛮状態 (-想像力に支配

された状態),さらに社会状態 (-理性的 ･道

徳的状態)へと必然的に進歩 ･発展していくと

される｡ここではイーゼリーンは,ルソー自身

の提出した概念的武器を基礎にルソーを批判し

ているのである｡すなわち彼はルソーの自然状

態論の批判的継承者として,一貫 した人頬進歩

史の叙述を与えているのである｡

さて,彼の 『人類史』を世界史記述として見

た場合,どのような特徴があるだろうか｡まず

第-に,世界史の始まりに置かれているのがア

ダムとエヴァではなく,楽園でもなく,自然状

態だということである｡彼は人類の獣的状態に

関する議論のなかで, ｢聖書が教えるところで

は,最初の人間は,創造者の手から遥かに多く

の能力を与えられていた｣ (i-165)といいっ

つ, ｢獣的状態の無条件的可能性についてはい

かなる疑いもない｡その状態に関する概念には

いかなる矛盾 もない｣ (Ⅰ-166)と述べてい

る｡つまりここで彼は,神による人間の創造は

承認するにしても,ルソー同様,聖書のアダム

とエヴァに関する記述はすでに人間が獣的状態

を脱した段階の状態を反映したものだとし,そ

れ以前にこの獣的状態のほうが実在したとのと

確信を述べているのである (55)｡しかしこの獣

的状態の実在性の根拠は,実際には人間の嬰児

の状態しか挙げられていない｡それはあくまで

哲学的な ｢臆測(Mutmasung)｣であって,歴

史的には実証できない状態である｡だがイーゼ

リーンは,あくまでこの獣的状態から,人類史

を開始していくのである｡そして,以後の人類

史を,この.段階ですでに与えられていた人間に

固有の性質の展開過程として記述していくので

ある｡それは普遍史の伝統に対する正面からの

対決であった｡彼の第 1版が匿名で出されたの

は,まさにこうした事情を反映している｡

第二に,自然状態の第二段階である ｢子供｣

状態からは,個人の発展過程という根拠だけで

はなく,民族学 (人類学)的知見が挙げられて

くる｡とりわけ次の ｢野蛮と未開の状態は,

･,われわれによく知られている｣ (Ⅰ-233)

として古典や旅行記などを援用し,多くの民族

学的根拠を列挙している｡この点は彼がとりわ

け努力し,また自著の特質として,自負してい

たところであった.イム･ホ-フによれば,本

書を書き上げたときに ｢彼が感じていたのはこ

の (人類史初期に関する,筆者)資料を全体的

に観察したのは彼が最初であり,哲学者たちが

仮定していた事柄を初めて充足させたのが彼で

あるということであった｣ (56)｡初版以後もこ

の努力は続けられ,初版では50の著作が典拠と

して挙げられていたのに,改訂版である第4版

ではその倍以上の著作を参照している｡こうし
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て,イム ･ホープによれば, ｢イーゼリーンも

また,民族学の草分けの一人なのである｣ (57㌦

それだけではない｡さらに彼はここで,ヴァロ

の古典的観念を放棄し,その呪縛からの解放に

も貢献した｡これまでも,ヨーロッパにおいて

民族学的記述がなかったわけではない｡だがそ

こでは, ｢民族学におけるプ トレミー｣ (58) と

して,ヴァロが絶大な影響を与え続けていた｡

彼は人類は狩猟文化,牧畜文化,農耕文化へ

と継起的に発展するとしていたのである｡ヨ

ーロッパでこの三段階発展論が決定的に放棄

されるのは､実に19世紀中葉だといわれる く59)0

イーゼリーンは,一世紀も早くこの動きを先取

りしていたのである｡

第三に,上の未開 ･野蛮状態以後の時代につ

いては,アジアとヨーロッパの位置づけにおい

て,以後の啓蒙主義的世界史叙述で次第に露わ

となる基本構造を先取りしていることである｡

彼は,まず,アジアについてはその文明の古さ

を承認し,またその基本的特質を専制政体に求

め,文化的諸特徴をこれに関係させて説明す

る｡そこから,アジアでは現在に至るまで,停

滞どころか,中国を除けば,初期の栄光を失っ

て圧制と腐敗のただなかへと後退しつつあると

されるのである｡これらの議論に,モンテスキ

ューの風土論,専制政体論が決定的影響を与え

ていることは明らかである｡これに対し,ヨー

ロッパの文明は明らかに新しい｡しかしその後

急速に進歩を実現して,現在は, ｢広がりつつ

ある光｣ (Ⅱ-422)の時代を迎えているのであ

る｡こうしてヨーロッパの進歩とアジアの停滞

(退歩)とが対比的に描かれているのである｡

第四に,これらすべての結果として,啓蒙主

義的進歩史の最初の体系化が行われていると

いうことである｡ここで ｢最初の｣という場

合,問題となるのはヴォルテールとの関係であ

る｡イーゼリーンの 『人類史』初版が出たのは

1764であるが,これ以前に,ヴォルテールはす

でに 『ルイ十四世の世紀』 (175L)と 『シャル

ルマ一二ュから今日に至る諸国民の習俗および

精神についての試論』 (1756)を著していた｡

そして前者では,荒削りながら彼の進歩史観が

提示されていた｡序文で,彼は ｢世界史上特筆

すべき-四つの世紀｣として,ギリシア古典文

化,ローマ古典文化,ルネサンス,次いで ｢一

般に理知そのものが,完聖に近づいた｣時代と

してルイ十四世の世紀を挙げている｡また中国

については一方でその古さを認め, ｢道徳や治

安の面だと,世界最古,かつ最高の国民｣ (60)

としつつ,他方,それが二千年以上前にすでに

達成されていたという意味では停滞であるし,

とりわけ学問の分野では,中国は遅れたままで

あると主張していた｡だがこれらの議論は詳し

く展開されておらず,上記の二著は,その表題

自体が示しているように,シャルルマ-二ュ以

後の時代を主として扱ったものである｡そして

ヴォルテールがシャルルマ一二ュ以前の時代を

本格的に扱うのは,イーゼリーンの著作が出た

翌年の, 『歴史哲学』 (1765)においてであっ

た.だが本書では,イーゼリーンにとって重要

な問題の一つ,文明の開始以前の人類の発展の

記述は,詳しくは展開されていない｡イーゼリ

ーンは1768年に 『人類史』改訂第 2版を出版す

る｡この際には 『歴史哲学』も参照している｡

だがここでも,第 1版の基本構造は変化してい

ないし,改訂版出版までの努力は,主として民

族学(人類学)的根拠の探求に向けられていた｡

結局,イム ･ホープの言うように,ヴォルテー

ルから彼は ｢大して影響されていないl (61)の

である｡イーゼリーンは,こうして,主として

ルソーとモンテスキューを基礎としながら,ヴ

オルテールとは別の歩みを経て,そして彼より

早く,体系的進歩史の樹立,およびその記述に

到達したのである｡
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次に,本書がどのように受け入れられたかを

見ておこう｡まず第 1版は,まだ広く読まれた

とは言えない｡オース トリアでは検問に引っか

かったし,メンデルスゾーンが3年後に好意的

書評を行ったときも, ｢ドイツではほとんど

知られていない｣と述べている (62)｡このよう

に,最初はスイスの狭いサークルでしか読まれ

ていなかったようである｡しかし彼は直ちに改

訂の準備に入り,1767年夏までには終了した｡

民族学的記述を拡張した新版は,チューリヒの

検閲も無事通過し,1768年に第 2版が出版され

た｡ しかも今回は, ｢勇敢にも自己の名前を表

紙に掲載 した｣ (63)｡そしてこの第2版以後,

イーゼリーンの著作は ドイツ語圏でどこでも知

られるようになった｡売れ行きがよかったた

め, 2年後には無修正の第 3版が出され,以

後,最終的には初版以後27年間で 7版,他にフ

ランス語訳も出版されていく｡1781年にはヨー

ゼフ2世によって検閲も解かれ,1803年に再度

発禁になるまで,オース トリアでも読まれた.

｢イーゼ リーンの歴史哲学的理念は,確かに広

範な読者層をつかんだ｣ (64)のである｡彼が自

己の読者として考えていたのは,上でも述べた

ように,学者層ではなかった｡彼が望んだのは

｢学識ある研究や批判にはほとんど関心を持た

ず,法則的過程を概観したいと望んでいた啓蒙

された "世界市民的"公衆に語るということで

あった｣ (64).そして彼はまさにこのような広

範な公衆に対 し,彼らの行動に方向付けを与え

る,法則的 ･楽観的歴史を与えたのである｡

最後に,イーゼリーンが本文で年号を一切使

用しなかった点について,その意味を考えてお

きたい｡彼は,上でも述べたように,時代概念

として ｢古代 (Alterthum)｣ (66) ｢中世

(Mlttlere Zeit)｣を使用 し,近代につい

ては ｢我々の時代｣とも表現 しているが,しか

し,本文では年号を使用 していない｡このよう

な時代概念の使用とキ リス ト紀元の年号の不使

用という本書の特質は,伝統的普遍史に対する

イーゼリーンの一定の距離感を表現しているよ

うに,筆者には思われる｡そしてさらにこの背

後に横たわっているのは,彼の宗教観だと考え

られる｡彼は,表面的にはカルヴァン派の-敬

徒として振舞っていた｡ しかし内面では,学生

時代から死ぬまで, ｢キ リス トの神性と啓示

宗教への疑い｣ (67)を捨てることができなかっ

た｡彼にとって最も適合的に感じられていたの

は ｢自然神学｣または ｢自然宗教｣ (68)だった

のである｡本書では,彼はビュフォンを盛んに

引用 している｡ ｢時間｣の問題に関しては彼は

論じていないが,間違いなく,ビュフォンの地

球史と,聖書が許容する時間の幅をはるかに越

えた,その地球史の時間の延長は知っていたで

あろう｡しかも,イーゼ リーンの記述にはアダ

ムやエヴ7は一切登場 しないし,普遍史で考え

られてきた,神による完全な人間としての人類

の創造とは逆に,むしろ獣的状態からの出発が

｢臆測｣されている｡

イーゼリーンの 『人類史』は,このように,

普遍史と根本的なところで対立した性格を有し

ている｡そうした彼が,創世,S己元や,それに結

びついているキ リス ト紀元の使用を控えるの

は,理由があることになる｡この問題は,ヴォ

ルテールやコンドルセもまた直面した問題であ

ったoヴォルテ-ルは, 『歴史哲学』では創世

紀元はもちろん用いなかったし, ｢キ リス ト

前｣の年号も使用せず, ｢われわれの通俗紀元

前｣という形容詞句をつけて,年号を使用 し

た｡さらに年号自体は使用をなるべく避けて,

｢世紀｣を多用 した｡もっと徹底していたコン

ドルセは, 『人間精神進歩史』では一切年号を

使用せず, ｢世紀｣もほとんど使用 しなかっ

た｡コンドルセが具体的数値とともに ｢世紀｣

を使用 しているのは, ｢一四世紀｣とか ｢一八
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世紀｣などの例が,たったの八回見られるのみ

である｡しかしコンドルセは,これによって,

年号のない歴史書という,極めて特異な歴史書

を残すこととなった｡イーゼ リーンは,このよ

うな年号表記の問題において も,ヴォルテー

ル,コンドルセと同質の問題に直面し,また,

同じ態度を表明していたのである｡

五.小 括

イーゼリーンは,啓蒙主義的進歩史の最初の

体系的記述を提出した｡だが,そこには一つの

大きな問題が残されていた｡それは,ルソーを

ルソー自身の武器で批判するにあたって彼が利

用した,人間の ｢完成衝動｣をめぐる問題であ

る｡イーゼリーンはこの衝動を人類進歩史の根

本においたが, しかし,もともとルソーの ｢改

善能力 (完成能力)｣は ｢人間学的に規定不可

能な人間の性質｣ (69)だったのである｡

この問題は,やがてカントによって解決され

ることになる｡カントは 『世界市民的意図にお

ける一般史の理論』 (1784)第 4命題で,人類

史の発展の根本に ｢非社交的社交性｣ (70)を置

いている｡カントはここで従来自然法学者の間

で認められていた人間の根本的な性質である

｢社交性｣と,ルソーが強調 した ｢非社交性｣

の両極端を合一 し, ｢社交性 (-社会性)｣に

よって社会化を説明し,同時に, ｢非社交性｣

に基づく ｢抵抗｣によって人類の進歩を説明し

た (71)｡そしてその結果として主張されるカン

トの ｢進歩｣は,イーゼ リーン同様,感性的に

強制されていた状態から道徳的状態への発展に

他ならなかった｡しかもこの発展は ｢神の国｣

実現を目指すものではない｡それは ｢完全なる

市民体制｣の実現であり,それを保証する国際

連盟の樹立である (第7命題)｡そしてそこで

は ｢人為が完成 して第二の自然となる｣ (72)は

ずなのである｡

カン トは,また,1786年に 『人間歴史の臆測

的起源』を著 し,創世記の釈義の形で,人類史

の始まりについて ｢臆測｣している｡この小論

文については,以下の諸点が本論考との関係

で注目される｡まず第-に,カントは ｢人間の

現存と共に始めるほかはない｣ (73)と述べて,

｢創造｣について語ることを拒否している｡創

造について語るとすれば,それは奇蹟という,

｢先行する自然諸原因から人間の理性によって

導出することの不可能であるものから始めなく

てはならない｣ (108)ことになる｡だがこれ

は,すでに 『純粋P･性批判』 (1781)を著して

いるカントにとっては,容認できないことであ

った｡というのは, ｢自然の外と理性による認

識への道の外へ足をだすなら,もはやどうしよ

うもない｣ (74)ことになるからである｡

このような限定を加えたのち,聖書に従って

彼は人間の出発点を ｢楽園におく｣ (109)｡し

'かし第二に,彼はさらに ｢彼らの天性のまるっ

きり粗野の状態からははじめない｣(109)と言

い,創世記第 2章にあるとおり,起立 して歩行

し,言葉を喋り,考えることもできた状態から

始める｡逆に言えば,真の自然状態に関する記

述が聖書には存在 しないことを,カントも主張

しているのである｡そしてそのうえで,その後

は第3章までの楽寓における記述を逐次追いな

がら,次第に理性が発展し,やがて理性が本能

を凌駕 し,ついに人間を ｢自然の目的｣として

自覚するまでをたどっている｡従って,この楽

園追放の事件は,カントにおいては人類の ｢単

に動物的な披造物の未開状態から自由の状態へ

の移行に他ならない｣(115)とされる｡

社会状態については,カントは聖書の記述を

自由-罪の状態-文化の発展過程の記述として

読み替えていく｡こうして第三に,人類史全体

が自然状態から未開状態,社会状態への発展と
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して提示されている｡人頬史は ｢比較的劣悪な

ものからより善いものへと次第に発展 していく

もの｣ (127)なのである｡

最後に聖書との関係について見ておこう｡カ

ントがここで行っていることは,具体的には啓

示の与える歴史と哲学の与える歴史の類イ以性を

示すことであった｡だが,和辻哲郎によれば,

｢このカン トの (臆測〉は神話の解釈ではな

い｡神話をダシに使っておのれの考えを述べた

ものである｣ (75)｡すなわちこの論考を通じて

主導権を握っているのは,もはや啓示ではない

のである｡逆に,そこで行われたのは,むしろ

｢啓示を奉仕者とする理性の主権性｣ (76)の確

立に他ならなかったのである｡イーゼ リーンの

提出した進歩史は,こうしてカントによって人

間学的基礎を与えられ,完成 したと言えよう｡

あるいは,イーゼ リーンの提出した進歩史は,

カントによって,今日的意味における歴史哲学

に発展させられたと言えるであろう｡

本稿では,イーゼ リーンを中心に,プーフェ

ンドルフからカン トにいたる,自然状態をめぐ

る議論をたどった｡そこで見られたこと,それ

はプ-フェンドルフにおいて存在 した自然状態

論と聖書の ｢相補的関係｣が破綻 し,自然状態

論が聖書から完全に独立 して言吾られるようにな

ることであり,また理性の主権性の確立であっ

た｡そしてそこで重要なことは,この結果イー

ゼリーンにおいても,カントにおいても,もは

やアダムもエヴァも人類史の出発点におかれな

くなったということである｡

今日のわれわれは猿人や原人の存在について

もはや疑わず,また彼らの生活に関する考古学

的 ･人類学的知見に基づ く復元についても,こ

れを ｢臆測｣としてではなく事実として信 じて

いる｡だがこうした状況は19世紀後半,または

20世紀に入ってから生 じてきたことである｡だ

が,この19世紀以後の動きについて考察するこ

とは,もはや本稿の限界を超えている｡本稿

を,自然状態をめぐる議論もまた, ｢アダムの

死｣にいたる一つの道筋だったことを確認する

ことで,ひとまず閉 じることにしたい｡
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